
令和６年４月 重要事項説明書・利用契約書の変更について 

当初お渡ししているお手元の重要事項説明書・利用契約書に基づく変更となります。 

 

【令和６年４月より】 

○重要事項説明書 ※網掛け部分が変更となります。 

  

利用料の変更【項目４．利用料金(１)の変更】（２ページ） 

【基本料金／日】※7 時間以上 8 時間未満・1 割負担の場合 

 基本料金 

 利用料金 自己負担額 

要介護 1 7,635 円 764円 

要介護 2 9,024 円 903円 

要介護 3 10,464円 1,047 円 

要介護 4 11,884円 1,189 円 

要介護 5 13,303円 1,331 円 

利用料の変更【項目４．利用料金(２)の変更】（３・４ページ） 

【基本料金／月】 ※１割負担の場合 

 基本料金 

利用料金 自己負担額 

要支援 1（週 1 回程度） 18,231円 1,824 円 

要支援 2（週 2 回程度） 36,716円 3,672 円 

※運動器機能向上加算は廃止、事業所評価加算は令和６年度の算定なしと 

なります。 

 

6．当事業所のサービスの特徴等（５ページ） 

(3) 高齢者虐待防止について 

① 事業者は虐待の防止を重視し、安全な環境を提供します。 

②虐待防止検討委員会を設置し、おおむね半年に１回以上の会議と 

報告プロセスを確立します。 

③虐待の種類と徴候についての指針を策定し、従業者に普及させます。 

④従業者に対する虐待防止のための研修プログラムを設けます。 

⑤匿名報告の仕組みを提供し、報告者を保護するための措置を明示 

します。 

⑥虐待報告の進捗状況を関係者に通知し、適切な対応を取ります。 

 

改正日  令和６年４月１日 



重要事項改正内容説明日      令和   年   月   日 

 

 令和６年４月１日からの重要事項説明書改正内容について、ご利用者に対して 

本書面に基づき説明いたしました。 

 

事 業 所 

【事業所名】 恵珠苑 指定通所介護事業所Ⅱ 

【住  所】 長崎市田上 2 丁目２番７号 

【説 明 者】 役職名  生活相談員        

       氏名   太田 剛介     印  

 

 

私は、重要事項説明書の改正内容について説明を受け同意しました。 

重要事項改正内容同意日     令和   年   月   日 

 

利 用 者 

【住 所】                          

【氏 名】                  印  

 

代 理 人（身元引受人） 

【住 所】                          

【氏 名】                  印  

（関係・続柄）              


